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損害防止サーキュラー No.06-09 
 
 
 
 
狭水域における操船時の固定物への損傷 
 
 
最近Gardに連絡されてく る事案で、そのほとんどが港
内だが、狭い水域で操船中の船舶による固定物への重大
な接触損害の件数が著しく 増加している。固定物とは岸
壁、ドック、水門、クレーンのような陸上の設備をいう
。接触損害はこういった固定物の修理や不稼動損失に対
して非常に大きい損害請求に至る。こうした事故は又（
破損したタンクからの油流出による汚濁といった） 人間
や環境を害する危険をもたらし、そして本船そのものに
も高額な修繕や不稼動損失を生ずることもめずらしく な
い。  
 
以下の概要は、狭い水域内で固定物へのGardの接触損
害例において最も共通する５つの要因である。  
 
１ 
広範囲に予測された状態が適切に評価されていないこと  
本船周囲の風、海面、潮流、潮汐による累積した影響が
十分に認識されていない。それらの要因の結果として、船舶は、安全なパラメーター範囲内における一定の方法での操船を行うこ
とが困難となる。本船に作用する力により、余力が乏しく なる。これらは予期した以上に船の能力を超えて大きく なり、予測され
た状態での不測の効果などにより、本船を支援するために雇われたタグの能力を超える。これらは狭い水域での操船は状態が改善
されるまで延期されるべきであるという例である。これは視界の制限による場合も含む。  
 
２ 本船の操縦性能についての未習熟 
水先人はその担当水域に最もよく 知っており、船長は本船の操船性能に、より慣れている。乗組員のローテーショ ンによって船自
体の操船性能への習熟度を欠く ことがあり、技術革新とコンピューター化がかつてないほどに広く 取り込まれているために乗組員
が船のシステムに習熟するような訓練が確実に必要とされている。水先開始前に船長と水先人の情報交換において本船の操船性能
についての情報交換が重要である。本船の喫水、トリムや風圧面積が変化した場合の効果も又、本船操船性能を話合うときに考慮
されるべきである。  
 
３ 操船計画の不在 
固定物に接近した際に本船をどのように操船するかについての計画が、事前に船橋チーム内あるいは水先人との間でなされていな
かったり、合意されていなかったりすることが多い。これは本船が向かう /発する位置に関することだけではなく 、際どく 接近して
通過することになる固定物に関することを含む。本船の操縦性能と想定される周囲の状況を踏まえ、本船をどのように操船するこ
とが求められるかという事前検討がなされていないことが多い。  
安全に操船できる限度を設定するための、最も接近する位置での方位、距離、範囲が算定されていないことが多い。  
 
４ 不十分な操船 
たとえ最高の船の操り手でさえ間違いをおかすが、ある例ではあまりにもひどい間違いであることに驚く ことになる。過度の速度
は水先人のエラーとして共通の要素であり、そして船橋チームは水先人が明らかな過ちを行ったときに介入することに消極的であ
る。タグ、ターミナルや係留作業員との連絡で誤解を生ずることも、助長する要因となる。たとえ操船計画が合意されていたとし
ても、状況によっては計画の変更が必要となり、新しい状況に対応するにはほとんど時間がないかもしれない。特に風の状態にお
ける変化や他の船舶の動向はしばしば問題を作り出す。多く のケースにおいて、操船を中断して後刻実施することは考慮されてい
ないか、手遅れになっている。  
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５ 操船能力の喪失 
機関、推進、操舵やスラスターの喪失は、おそらく 驚かれるであろうが、以上に述べたものほど一般的要素ではない。こうした喪
失は、操船系統が修繕されたり検査されたりする前後におきる例がある。不運にもリスクの増加するこの期間中、追加の警戒がと
られていないようだ。  
操船系統の航海前、到着前のチェックは、特に長期間の航海あるいは停泊の後には重要である。  
まさかと思うことが原因で、作動しなかったり、相互不作動を起こしてしまうものである。  
操船能力の喪失により接触回避動作がより困難となることが避けられない場合であっても、本船の錨を含め、バックアップ・ シス
テムを用いる様努めるべきである。予備的対応手段を持つことは重要であるが、それが有効に対応できる状態に保っていることも
又重要である。  
 
 
勧告 
一回で失敗するより操船を中止して二度目の試みをなした方がよい。到着前の操練、演習や機器のテスト中、船長は乗組員が操船
に関連した緊急状態にいつでも対応可能であることを確認すべきである。行うべきことを適切に定め、かつそれを行い得る人員に
割り当て、そして船長は会社の定める手順が関係する全員に十分に理解されていることを確認すべきでる。効果的で明瞭な意思疎
通が重要である。船長は操船を緊密にモニターし、コメントすることをためらわず、アドバイスを与え、あるいはもし彼が不適切
な状況と感じたならば進行を中止さえすべきである。  
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